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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
藤
原
規
眞
君
提
出
無
期
懲
役
受
刑
者
の
仮
釈
放
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
平
成
二
十
六
年
か
ら
令
和
五
年
ま
で
の
間
に
無
期
刑
受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈
放
審
理
が
終
結
し
た
事
案
に
係
る

仮
釈
放
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
刑
事
施
設
の
長
に
よ
る
当
該
申
出
を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
査
が
、

個
々
の
事
案
に
応
じ
て
適
切
に
行
わ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
比
率
に
つ
い
て
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
よ
る
仮
釈
放
を
許
す
か
否
か
の
判
断
が
、
個
々
の
事
案
に
応
じ

て
適
切
に
行
わ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
法
律
に
基
づ
か
な
い
通
達
で
あ
っ
た
の
で
、
行
政
府
に
よ
る
立
法
権
の
侵
害
と
思
わ
れ
る
。
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
特
に
犯
情
悪
質
等
の
無
期
懲
役
刑
確
定
者
に
対
す
る
刑
の
執
行
指
揮
及
び
そ



 

２ 

 

れ
ら
の
者
の
仮
釈
放
に
対
す
る
検
察
官
の
意
見
を
よ
り
適
正
に
す
る
方
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
年
六
月
十
八
日
付
け
最
高

検
検
第
八
百
八
十
七
号
次
長
検
事
依
命
通
達
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
改
正
。
以
下
「
本
通
達
」
と
い
う
。
）
は
、

「
無
期
懲
役
刑
受
刑
者
の
中
で
も
、
特
に
犯
情
等
が
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
慣
行
等
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

相
当
長
期
間
に
わ
た
り
服
役
さ
せ
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
権
限
行
使
等
を
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
刑

の
執
行
指
揮
を
よ
り
適
正
に
行
い
、
ま
た
、
仮
釈
放
審
査
に
関
す
る
刑
務
所
長
・
地
方
更
生
保
護
委
員
会
か
ら
の
意
見
の
照

会
・
・
・
に
対
す
る
意
見
は
、
よ
り
適
切
で
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
の
観
点
か
ら
、
検
察
官
の

権
限
行
使
等
に
係
る
運
用
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
通
達
に
つ
い
て
、
「
立
法
権
の
侵
害
が
あ
っ
た
」
と
の
御
指

摘
は
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
本
通
達
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


